
こころの健康診断「ストレスチェック」を職場環境改善へ！
実施に必要なことは森社会保険労務⼠事務所がまるごとサポート！

基本料⾦ ⽉額 22,000円(税込)×2か⽉〜

？

森社会保険労務⼠事務所

こんなお悩みございませんか？

‧ストレスチェックって名前しかしらないけどやったほうがいいの？
‧従業員のこころの健康、⼤丈夫かな？
‧会社が社員にとってはたらきやすい環境か調査できないかな？

専属社労⼠のストレスチェック実施⽀援‧サポート
‧実施前〜実施後までの進⾏をトータルサポート
‧提携産業医の実施者業務のご提供

‧従業員向け説明会（サポート期間内1回）
‧ストレスチェックや労務管理についてのご相談

従業員数21名以上：＋⽉額1,100円（税込）∕1名ごと

‧弊社指定のストレスチェック(Well診断)を利⽤いたします
‧料⾦内で、社員個⼈の診断結果と会社全体の診断結果をご提供いたします

価格

ストレスチェック実施‧活⽤
まるごとサポート

ご提供サポート
そんなときはおまかせください！

‧会社全体の診断結果のご説明
‧診断結果を活⽤した職場改善のご提案

ストレスチェックには医師等の結果の確認が必要です

現在の職場環境の確認と今後のご提案

 ※職場改善のための⼈事制度構築や助成⾦代理申請については別サービスです

対象：従業員数20名まで



STEP3
ストレスチェックの結果説明と診断結果の活⽤（約2〜3週間）

期間

2か⽉から

内容

ストレスチェックの
実施から結果の活⽤まで

まるごとサポート

ゴール

ストレスチェックを実施し
診断結果から職場改善を

考えられるようになる

‧実施に必要な社内体制の整理(担当者の決定や結果共有の範囲など)
‧ストレスチェックの⽬的や重視する数値等の決定
‧実施⽅法(マークシート‧Webから選択)と実施期間、実施対象者の設定
‧実施前の全従業員向け説明化の実施(サポート期間に1回)
⇒ストレスチェックについてや受検⽅法について社労⼠が全従業員向けに説明

STEP2
ストレスチェックの実施（約1~3週間)

‧事前に決めた流れに沿って実施していただけるよう、実施をサポートいたします

‧会社全体の診断結果のご説明
‧診断結果を活⽤した職場改善のご提案

森社会保険労務⼠事務所 
ー中⼩企業の労務システム化とメンタルヘルス対策の社労⼠事務所ー
従業員数50名以下の製造業‧医療福祉‧サービス業‧建築業を中⼼に  
5年間、労務のシステム化とメンタルヘルス対策について、  
企業ごとの課題や体制にあわせた⽀援を⾏ってきました。
貴社に最適な形のシステム化、メンタルヘルス対策をご提供いたします。

他の伴⾛サービス

ハラスメント対策まるっとサポート

ハラスメント対策の研修から
体制づくりまでまるっとサポート

住所     ：〒565-0824 ⼤阪府吹⽥市⼭⽥⻄4-2-88-602
電話番号   ：070-2316-7029
メールアドレス：info@sr-morikotaro.com
ホームページ ：sr-morikotaro.com

STEP1
実施前の準備（約1か⽉）

森社会保険労務⼠事務所

ご提供サービス概要

ご提供サービス：3か⽉間のロードマップ

勤怠‧給与システム化ぴたっとサポート

勤怠管理‧給与計算のシステム化、
3か⽉間で定着までサポート

https://drive.google.com/file/d/1ehIRse1v_z90NOwLYSUDdTp2iQMpI9tL/view?usp=drive_link
http://sr-morikotaro.com
https://drive.google.com/file/d/1ner6pIHVrJHoripqHCFgKP98qaHMtQZK/view?usp=drive_link

